
税関様式 C第 7007 号 
不服申立て等について 

 
【不服申立てについて】 
１ この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算

して２月以内に○○税関長に対して異議申立てをすることができます。 
２ 異議申立てについての決定があった場合において、当該決定を経た後の処

分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、決定書の謄本の送達

があった日の翌日から起算して１月以内に財務大臣（内国消費税（地方消費税

を含みます。以下同じです。）に係る処分については、国税不服審判所長）に

対して審査請求をすることができます。 
３ 次のいずれかに該当するときは、異議申立てについての決定を経ずに、財

務大臣（内国消費税に係る処分については、国税不服審判所長（提出先   国

税不服審判所首席国税審判官））に対して審査請求をすることができます。 
（注）(2)の場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して 60日以内（内国

消費税に係る処分については、２月以内）に限ります。 
(1) 異議申立てがされた日の翌日から起算して３月を経過しても決定がない
とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある
とき。 

 
【取消しの訴えについて】 
１ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分に

なお不服があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消

しの訴え（以下「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。 
２ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。 
３ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過

したとき又は当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、提起す

ることができません。 
４ 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで

きませんが、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずに

提起することができます。 
(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないと
き。 

(2) 内国消費税に係る更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、そ
の訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る内国消費税の課税標準又

は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。 
(3) 処分、処分の執行又は手続の続行（内国消費税に係る処分については、
異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ること）によ

り生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
(4) その他異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ない
ことにつき正当な理由があるとき。 


